
 

アジア投資の最後の楽園と呼ばれる 

スリランカ進出実務と『税務/会計』・『法務』の基礎 
 

２０１６年 １月１８日（月） １３：００～１７：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プログラム■ 
 
１．スリランカの投資環境 

（１）他のアジア諸国との比較 

（２）最近の日系企業投資動向 

２．現地進出へのガイドライン 

（１）スリランカ外資規制・投資形態 

（２）現地駐在員生活 

（３）現地法人設立の問題点 

３．スリランカ税務・会計実務の特徴 

（１）スリランカ税制と会計実務 

（２）現地進出に関する国内税制の留意点 

４．スリランカ進出法務の問題点 

（１）労務問題の特徴 

（２）腐敗防止・競争法規制と実務 

（３）スリランカが絡む国際紛争の解決方法  
 

※最少催行人数に満たない場合、開催中止とさせて頂く場合がございます。 

 

～ スリランカの現況と、進出実務、進出後の『税務/会計』・『法務』実務を 

税務、法務それぞれの専門家が平易に解説 ～ 

 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 

・スリランカへの進出をご検討中の企業の関連部門のご担当者 

・スリランカに進出しており、現地の会計/法律実務について習得されたいご担当者 

151791-0101  スリランカ進出実務と『税務/会計』・『法務』の基礎 

 

税理士法人 平川会計パートナーズ 税理士 

（株）サテライト・コンサルティング・パートナーズ 

代表取締役 平川茂 氏 

 

 

1981年中央大学商学部卒業。1988年税理士登録。1992年株式会社 サテライト・コンサルテ
ィング・パートナーズを設立、代表取締役就任。税理士法人 平川会計パートナーズ 代表社
員。株式会社 サテライト・コンサルティング・パートナーズ、株式会社 HSU ソリューションズ、
取締役会長。中央大学大学院商学研究科及び中央大学商学部会計学科 兼任講師。2012
～2014 年度 税理士試験 試験委員。講演・セミナー：『借地権課税の実務』新日本法規出
版、『こんなときどうする 会社役員の責任』第一法規出版（共著）、『図解でわかる！ 新税務
調査手続の疑問と回答』ぎょうせい（平川会計パートナーズ編著）、『中小企業の会計要領と
実務』税務経理協会（平川会計パートナーズ著） 

 

 

中山国際法律事務所 代表弁護士 

国際化支援アドバイザー   中山達樹 氏 

  

1998年東京大学法学部卒業。2005年弁護士登録。2007年三宅・山崎法律事務所入所
（2015年よりパートナー）。2010年シンガポール国立大学ロースクール修士課程（ア
ジア法専攻）修了。2010年～2011年シンガポールの Drew & Napier 法律事務所に、
初の日本人弁護士として勤務。2013年中小機構国際化支援アドバイザー。著書・論文：
『シンガポールの紛争解決（民事訴訟・商事仲裁）』シンガポール日本人商工会議所
所報、『アジア労働法の実務 Ｑ＆Ａ』商事法務、『アジア進出に関する法務のポイン
ト』日経産業新聞 WEB 版、「東南アジア進出ガイドブック」『盛り上がりをみせる ミ
ャンマー進出の法的留意点』月刊ビジネス法務など多数。  

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mailにてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。後日（開催日１週間
～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 
※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HPにてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／川守田 E-mail:kawamorita@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2麹町 M-SQUARE 2Ｆ 
 
 
 

税込・資料代含 

ご参加頂きたい方 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

■開催にあたって■ 
 

いわゆるチャイナ・リスクを踏まえて、東南アジア各国への日系企業の進出が加速度的に増加してお
り、東南アジア各国では日系企業同士の競争も激化する傾向にあります。 

 
スリランカは、南アジアのハブとしてのロジスティックス（欧州・アフリカ・アジア全域への便利なアクセ

ス、インド市場への通用門）、日本企業に親和性が高い仏教国と高い親日度、内政の安定性、英語の
通用性、知的・熟練労働者、投資優遇制度、約２０００万人の人口など、非常に魅力的な投資環境を
備えており、いわば「アジア投資の最後の楽園」といえます。 

 
本セミナーでは、スリランカ事情全般に明るい平川茂税理士及びアジア各国の法律実務に明るい中

山達樹弁護士を迎えて、スリランカの投資環境・税務・会計・法実務を、他のアジア諸国との比較を交
えながら解説致します。 
 

mailto:kawamorita@bri.or.jp

